
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許庁から「情報提供の手引【特許編】」と「虎の巻」が公表されていま

す。 情報提供制度は、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していな

いこと等についての情報を審査官・審判官に対して提供することができる制

度です。審査官・審判官は審査・審理の際に、提供された情報を確認し、判

断の参考としています。オンライン（電子出願ソフト）を利用した情報提供

の手続も可能です。審査に有益な情報を提供していただくことは、より迅

速・的確な審査に役立ちます。 

 知財の広場 

INPIT滋賀県知財総合支援窓口 

吉井映滋 （支援担当者） 

出典：特許庁  

URL／https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html 
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